






















































別紙

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 1

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

補助金に比して、事業費が大きいことから、歳出削減は難しいと考えるが、引き

続き検討したい。

勧 告 事 項

【補助金額について】

補助金割合が事業費の増減に応じて比例しておらず、事業費と補助金額が不均

等となっているものがありました。

事業量の精査を行い、補助金額を予算の範囲内ではなく、率や定額化するなど

明確化して歳出削減を検討してください。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 三田国際マスターズマラソン開催事業補助金

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容

事業の性格から単独随意契約はやむを得ない場合も考えられるが、単独随意契約

の場合はその理由が明確になるよう指導します。

勧 告 事 項

【補助事業者における業務委託について】

単独随意契約により実施されている委託業務において、その理由が不明確なも

のがありました。

適正な契約事務の履行を図るため、単独随意契約となる理由が明確となるよう

指導してください。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 三田国際マスターズマラソン開催事業補助金

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 2



別紙

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 3

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

補助金の適正な運用については、補助金の見直し時に必要な措置を講じます。

勧 告 事 項

【補助金額について】

補助金要綱では「予算の範囲内」となっており、要綱上では問題はありません

でした。しかし、補助率が1/2を大きく超える割合となっている補助事業である

ため、今後行う予定の補助金の見直し作業において、補助の必要性や補助金額の

適正化について検討するようにしてください。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 郷の音・市民コンサート開催事業補助金

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 4

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

補助金の交付手続きにおいては、三田市補助金交付規則に則り、実績報告・事業

決算書について、補助対象事業費の内訳がわかる資料や領収書等の提出を受けた

うえで補助金の額を確定することに怠りがないよう事務を改善いたします。

今回の指摘の補助事業については、確定済の補助金について再度関係資料の提

出を受け、額の適否の点検を実施いたします。

勧 告 事 項

【補助金の交付手続きについて】

三田市補助金等交付規則第3条において「市長は、毎年度予算の範囲内で、補

助事業等の実施に必要な経費の全部又は一部を補助するものとする。」、同規則

第12条第1項において「市長は、前条の規定による報告を受けたときは、補助事

業等の成果が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合するかど

うかを審査しなければならない。」と規定されているところ、補助対象事業費の

内訳がわかる資料の提出を受けていないもの、領収書等の確認がなされていない

もの、補助事業の実施に必要とした経費の内容の確認がなされていないものがあ

りました。

これらの補助金については、再度、実績報告の審査及び補助金等の額の確定を

行う等しかるべき措置について検討して下さい。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 郷の音・市民コンサート開催事業補助金

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容

補助事業者における源泉徴収については、報酬・料金等の支払に当たって源泉徴

収の遺漏が生じないよう指導します。

勧 告 事 項

【補助事業者における源泉徴収について】

所得税法第6条において「第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をす

る者その他第4編第1章から第6章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は、こ

の法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。」とされ

ているとともに、この給与等支払をする者については、人格のない社団・財団も

含まれるとされているところ、補助事業者から同法第204条第1項第5号に規定す

る報酬・料金(講演者等の報酬等)を支払されているものがありました。

報酬・料金等の支払に当たって源泉徴収の遺漏が生じないよう報酬・料金等の

支払に当たっては税務署に照会等するように補助事業者に対して指導してくださ

い。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 郷の音・市民コンサート開催事業補助金

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 5



別紙

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 6

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

補助金の適正な運用については、補助金の見直し時に必要な措置を講じます。

勧 告 事 項

【補助金のあり方について】

補助金等見直しガイドライン(平成28年5月財政課)において、団体運営補助に

は、その団体が自立するまでの一定期間経済的援助をする性質のものがあり、こ

のような補助については、段階的な減額や終期の設定等により、団体の自立を促

す必要がある場合や団体の公益性のある活動事業に対して、個別の事業補助へ切

替えが可能な場合もあり、これらを踏まえて性質等に応じて課題の有無を検証し

て、適正化を図る必要があるとされています。

ついては、これらを斟酌し、事業の適正化を図るため、見直しを速やかに講じ

るよう努めてください。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 三田市文化協会運営補助金

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 7

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

補助金の交付手続きにおいては、三田市補助金交付規則に則り、実績報告・事業

決算書について、補助対象事業費の内訳がわかる資料や領収書等の提出を受けた

うえで補助金の額を確定することに怠りがないよう事務を改善いたします。

勧 告 事 項

【実績報告時における確認について】

補助金等交付に関する手引(平成9年10月財政課)において、原則として実績報

告に係る「決算書又は清算書」には、補助対象経費の支出状況が確認できる書類

(領収書の写し、決算書の支出科目明細など)を添付させて実績報告の内容を審査

しなければならないものとされているところ、領収書の写し等を用いての確認が

なされていませんでした。

ついては、実績報告の内容審査については領収書の写し等を用いて実施してく

ださい。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 三田市文化協会運営補助金

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容

補助事業者に対して会計手続きとして、補助金の収入・支出にかかる調書を個別

に作成するとともに、役割に応じた決裁等の手続きを行い適正な補助金執行の証

拠資料を整備するよう指導します。

勧 告 事 項

【補助事業者における会計手続きについて】

補助金の収入・支出にかかる調書(手続き書類)が個別に作成されていないこと

から、会計手続きの適否を確認することが出来ませんでした。

調書は、適正な補助金執行の証拠資料となることから、調書を作成するととも

に、役割に応じた決裁等の手続きが行われるよう、補助事業者に対して指導して

ください。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 三田市文化協会運営補助金

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 8



別紙

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容

法令や三田市文化協会運営補助金交付要綱等に基づいて、不適切な支出が生じた

箇所について適切な処理を行う旨指導します。また、不適切な処理が行われた場

合は、補助金の返還命令等厳しく指導を行います。

勧 告 事 項

【補助事業者における補助金の適正な執行について】

三田市文化協会運営補助金交付要綱第3条において、「慶弔費、食糧費（会議

におけるお茶代は除く。）、泊付の視察費、基金積立金など、公費負担が不適当

なものについては、対象としない。」とされているにもかかわらず、対象となら

ない経費が含まれていました。また、補助金を原資とした積立・運用がなされる

など不適切な処理も見受けられました。

補助金の交付については、再度法令や要綱等に照らし合わし、不適切な支出が

生じていた場合は適切な処理を講じ、今後の適正執行についての指導を行ってく

ださい。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 三田市文化協会運営補助金

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 9



別紙

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 10

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

補助金の適正な運用については、補助金の見直し時に必要な措置を講じます。

勧 告 事 項

【補助金のあり方について】

補助金等見直しガイドライン(平成28年5月財政課)において、団体運営補助に

は、その団体が自立するまでの一定期間経済的援助をする性質のものがあり、こ

のような補助については、段階的な減額や終期の設定等により、団体の自立を促

す必要がある場合や団体の公益性のある活動事業に対して、個別の事業補助へ切

替えが可能な場合もあり、これらを踏まえて性質等に応じて課題の有無を検証し

て、適正化を図る必要があるとされています。

ついては、これらを斟酌し、事業の適正化を図るため、見直しを速やかに講じ

るよう努めてください。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 三田市吹奏楽団運営補助金

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容

補助金の交付手続きにおいては、三田市補助金交付規則に則り、実績報告・事業

決算書について、補助対象事業費の内訳がわかる資料や領収書等の提出を受けた

うえで補助金の額を確定することに怠りがないよう事務を改善いたします。ま

た、補助事業者に対しては、適正な活動報告を提出するよう指導して行きます。

勧 告 事 項

【実績報告時における確認について】

補助金等交付に関する手引(平成9年10月財政課)において、原則として実績報

告に係る「決算書又は清算書」には、補助対象経費の支出状況が確認できる書類

(領収書の写し、決算書の支出科目明細など)を添付させて実績報告の内容を審査

しなければならないものとされているところ、領収書の写し等を用いての確認が

なされていませんでした。

ついては、実績報告の内容審査については領収書の写し等を用いて実施してく

ださい。

また、平成29年度の補助事業等実績報告書に添付されている事業実施の内容は

補助金等交付申請書に添付されている事業計画とほぼ同じ内容であったにも関わ

らず、団体の活動報告書とは一部の内容及び標記が異なっていました。

活動報告は交付申請書との突き合わせだけでなく、実際の活動内容に応じて作

成される必要があることから、慎重に確認してください。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 三田市吹奏楽団運営補助金

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 11



別紙

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容

三田市会計事務規則に則り、借用証書等の徴取手続きを実施したうえで物品の貸

付けを行うよう遺漏のないよう適切な事務を行うよう改善します。

勧 告 事 項

【物品の貸付け手続きについて】

三田市会計事務規則第106条第5項において、物品管理者は第1項の規定により

物品を貸し付ける場合においては、別に定めがあるもののほか、借受人から借用

証書を徴取しなければならないとされているところ、借用証書の徴取手続きがな

されないまま、物品の貸付けが行われているものがありました。

　物品の貸付けについては適切な対応をしてください。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 三田市吹奏楽団運営補助金

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 12



別紙

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 13

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

補助事業者に対して会計手続きでの、補助金の収入・支出にかかる調書を個別に

作成し、役割に応じた決裁等の手続きを行う等、適正な補助金執行の証拠資料を

整備するよう指導します。

勧 告 事 項

【補助事業者における会計手続きについて】

補助金の収入・支出にかかる調書(手続き書類)が個別に作成されていないこと

から、会計手続きの適否を確認することが出来ませんでした。

調書は、適正な補助金執行の証拠資料となることから、調書を作成するととも

に役割に応じた決裁等の手続きが行われるよう、補助事業者に対して指導してく

ださい。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 三田市吹奏楽団運営補助金

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容

現金出納簿及び通帳収入支出は適合するよう、補助事業者に指導します。

また、指摘の補助事業については、補助事業者の資料を精査したうえで適切な

処理の方法について検討します。

勧 告 事 項

【補助事業者における決算報告について】

実績報告に添付されている決算報告書中の会場使用料欄に記載されている金額

と今回提出のあった現金出納簿及び通帳収入支出推移表の合計金額を照合した結

果、平成27年度と29年度において、金額が一致していないところがありました。

この差について精査するとともに、適切な処理を講じるように補助事業者に対

して指導してください。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 三田市吹奏楽団運営補助金

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 14



別紙

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容

報酬・料金等の支払に当たって源泉徴収の遺漏が生じないよう報酬・料金等の支

払に当たっては税務署に照会等するように補助事業者に対して指導します。

勧 告 事 項

【補助事業者における源泉徴収について】

所得税法第6条において「第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をす

る者その他第4編第1章から第6章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は、こ

の法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。」とされ

ているとともに、この給与等支払をする者については、人格のない社団・財団も

含まれるとされているところ、補助事業者から同法第204条第1項第5号に規定す

る報酬・料金(講演者等の報酬等)を支払されているものがありました。

報酬・料金等の支払に当たって源泉徴収の遺漏が生じないよう報酬・料金等の

支払に当たっては税務署に照会等するように補助事業者に対して指導してくださ

い。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 三田市吹奏楽団運営補助金

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 15



別紙

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容

関係調書の紛失が無いよう保管方法の整備を実施するよう指導し、調書について

も、適正に作成を行うよう指導します。

勧 告 事 項

【補助事業者における会計手続きについて】

同会規約上、会計処理に関する事項が規定されていないが、収入・支出に係る

内部決裁行為は行われ、複数人での確認はされていましたが、関係調書の紛失が

見受けられました。

手続き方法等の整備を検討するとともに、調書は補助金等に対する根拠となる

証拠書類であることから、保管方法の整備を検討するように補助事業者に対して

指導してください。

また、収入・支出に係る事務処理において、一括で収入調書が作成されている

ものや、支出調書の決裁日と支出日に齟齬が生じているものがありました。

調書は、適正な補助金の執行の証拠書類となることから、適正に作成を行うよ

うに補助事業者に対して指導してください。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 三田市体育協会事業補助金

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 16



別紙

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容

法令や要綱等に照らし合わし、不適切な支出が生じていた場合は適切な処理を講

じ、今後の適正執行についての指導を行います。

　なお、証拠書類において、適正に記載するように指導します。

勧 告 事 項

【補助事業者における会計処理について】

三田市体育協会補助金交付要綱に基づく補助基準において補助対象とならない

とされている経費や補助対象年度とならない日付の領収書等が補助対象経費とし

て含まれていました。

適正な執行の観点から、算定根拠を明確にするとともに、提出された証拠書類

について不適切な経費が含まれていないか再度法令や要綱等に照らし合わし、不

適切な支出が生じていた場合は適切な処理を講じ、今後の適正執行についての指

導を行ってください。

なお、証拠書類において、消せる筆記具で記載されているものも見受けられま

した。

補助金執行の証拠書類となるものであることから、適正に記載するように補助

事業者に対して指導してください。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 三田市体育協会事業補助金

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 17



別紙

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容

報酬・料金等の支払に当たって源泉徴収の遺漏が生じないよう報酬・料金等の支

払に当たっては税務署に照会等するように補助事業者に対して指導します。

勧 告 事 項

【補助事業者における源泉徴収について】

所得税法第6条において「第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をす

る者その他第4編第1章から第6章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は、こ

の法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。」とされ

ているとともに、この給与等支払をする者については、人格のない社団・財団も

含まれるとされているところ、補助事業者から同法第204条第1項第5号に規定す

る報酬・料金(講演者等の報酬等)を支払されているものがありました。

報酬・料金等の支払に当たって源泉徴収の遺漏が生じないよう報酬・料金等の

支払に当たっては税務署に照会等するように補助事業者に対して指導してくださ

い。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 三田市体育協会事業補助金

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 18



別紙

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 19

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

補助金の適正な運用については、補助金の見直し時に必要な措置を講じます。

勧 告 事 項

【補助金のあり方について】

補助金等見直しガイドライン(平成28年5月財政課)において、団体運営補助に

は、その団体が自立するまでの一定期間経済的援助をする性質のものがあり、こ

のような補助については、段階的な減額や終期の設定等により、団体の自立を促

す必要がある場合や団体の公益性のある活動事業に対して、個別の事業補助へ切

替えが可能な場合もあり、これらを踏まえて性質等に応じて課題の有無を検証し

て、適正化を図る必要があるとされています。

ついては、これらを斟酌し、事業の適正化を図るため、見直しを速やかに講じ

るよう努めてください。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 三田市民オーケストラ運営補助金

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 20

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

補助金額については、補助金の見直し時に必要な措置を講じます。

勧 告 事 項

【補助金額について】

補助金交付要綱では「予算の範囲内」となっており、要綱上では問題はありま

せんでした。しかし、補助金等見直しガイドライン(平成28年5月財政課)におい

て、補助対象経費に占める補助金額の割合は原則として1/2以下とされ、1/2を超

えるものについては、行政関与の必要性に応じた負担割合であることの妥当性が

求められているところ、当該補助事業における補助割合は1/2を大きく超える割

合となっていました。

ついては、今後行う予定の補助金の見直し作業において、補助の必要性や補助

金額の適正化について検討してください。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 三田市民オーケストラ運営補助金

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 21

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

補助金の確定前交付については、三田市補助金等交付規則に則り、補助事業者の

自己資金の状況を勘案しながら、来年度より交付決定額の90%以内の範囲で確定

前交付を行います。

勧 告 事 項

【補助金の確定前交付について】

三田市補助金等交付規則第14条において「市長は、前条の規定により補助金等

の額を確定した後に、補助金等を補助事業者に交付するものとする。ただし、市

長が補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金等の額の確定前であっ

ても補助金等の全部又は一部を交付することができる。」と規定されているとこ

ろ、補助事業者において年間を通じて自己資金を有しているにもかかわらず、補

助金等の額の確定前に交付決定額の全額を交付(以下「確定前交付」という。)し

ているものがありました。

確定前交付については、交付決定額の90％以内において2回を超えない範囲内

を原則とされていることから、交付決定額の全額を確定前交付する必要性につい

て検討してください。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 三田市民オーケストラ運営補助金

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容

三田市補助金等交付規則に則り、補助対象事業費の内訳がわかる資料や領収書等

の提出を受けたうえで補助金の額を確定することに怠りがないよう事務を改善い

たします。

また、決算資料や実績報告は、事業者の実績と整合したものであることが前提

であるため、適正な報告をするよう指導します。

勧 告 事 項

【実績報告における確認について】

三田市補助金等交付規則第12条第1項において「市長は、前条の規定による報

告を受けたときは、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容又はこれに

付した条件に適合するかどうかを審査しなければならない。」と規定されている

ところ、補助対象団体側の決算資料と一致しない実績報告書が提出されていたも

の、領収書等の確認がなされていないものがありました。

これらの補助金については、再度、実績報告の審査及び補助金等の額の確定を

行う等しかるべき措置について検討して下さい。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 三田市民オーケストラ運営補助金

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 22



別紙

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容

補助事業者に対して、会計処理における金銭の出納に係る書類について、適正に

作成するよう指導します。

勧 告 事 項

【補助事業者における会計処理について】

　団体の会計報告書類と金銭出納帳との間で一致しない箇所がありました。

金銭の出納に係る書類について適正に作成するように補助事業者に対して指導

してください。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 三田市民オーケストラ運営補助金

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 23



別紙

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容

報酬・料金等の支払に当たって源泉徴収の遺漏が生じないよう報酬・料金等の支

払に当たっては税務署に照会等するように補助事業者に対して指導します。

勧 告 事 項

【補助事業者における源泉徴収について】

所得税法第6条において「第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をす

る者その他第4編第1章から第6章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は、こ

の法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。」とされ

ているとともに、この給与等支払をする者については、人格のない社団・財団も

含まれるとされているところ、補助事業者から同法第204条第1項第5号に規定す

る報酬・料金(講演者等の報酬等)を支払されているものがありました。

報酬・料金等の支払に当たって源泉徴収の遺漏が生じないよう報酬・料金等の

支払に当たっては税務署に照会等するように補助事業者に対して指導してくださ

い。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 三田市民オーケストラ運営補助金

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 24



別紙

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 25

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

補助金の交付に当たっては、多額の返還見通しが生じないよう事業量を適正に見

積もります。

勧 告 事 項

【補助金の交付について】

三田市補助金等交付規則第14条ただし書「ただし、市長が補助事業の遂行上必

要があると認めるときは、補助金等の額の確定前であっても補助金等の全部又は

一部を交付することができる。」に基づき交付がなされているものの、多額の返

還金が生じていることから、補助金の交付に当たっては、多額の返還見通しが生

じないよう事業量を適正に見積もってください。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 さんだノルディック・ウォーキングフェスタ事業補助金

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 26

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

会計処理にかかる手続きに関する事項は、実行委員会規約に無いものの、決裁等

で確認を行っているが、手続き方法等の整備を実施していくよう指導します。

勧 告 事 項

【補助事業者における会計処理について】

収入・支出に係る内部決裁行為及び複数人での確認は行われているものの、同

実行委員会規約上、会計処理にかかる手続きに関する事項が規定されていません

でした。

　手続き方法等の整備を検討するように補助事業者に対して指導してください。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 さんだノルディック・ウォーキングフェスタ事業補助金

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 27

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

算定根拠を明確にするなど適切な執行に努めるように補助事業者に対して指導し

ます。

　また、証拠書類においても、適正に記載するよう指導します。

勧 告 事 項

【補助事業者における事務処理について】

三田市補助金等交付規則第3条において「市長は、毎年度予算の範囲内で、補

助事業等の実施に必要な経費の全部又は一部を補助するものとする。」、同規則

第12条第1項において「市長は、前条の規定による報告を受けたときは、補助事

業等の成果が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合するかど

うかを審査しなければならない。」と規定されているところ、算定根拠が不明確

なものや委託にかかる選定理由が不明なものがあり、支出の適正性が判断できな

いものがありました。

適正な補助金等の執行の観点から、算定根拠を明確にするなど適切な執行に努

めるように補助事業者に対して指導してください。

また、証拠書類においても、消せる筆記具で記載されているものが見受けられ

ました。

補助金の適正執行の根拠となるものであることから、適正に記載するように補

助事業者に対して指導してください。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 さんだノルディック・ウォーキングフェスタ事業補助金

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 28

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

負担額の根拠となる資料がないこと及びその取扱い方法などを明確にするととも

に、必要事項は適正に記載するように補助事業者に対して指導します。

勧 告 事 項

【補助事業者における参加者負担金について】

大会参加者に対して求めている負担金について、負担額の根拠となる資料がな

いこと及びその取扱い方法などが規定されていませんでした。

算定根拠を明確にするとともに、必要事項は適正に記載するように補助事業者

に対して指導してください。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 さんだノルディック・ウォーキングフェスタ事業補助金

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査監査監査監査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票改善措置通知票
整理番号

年 度 番 号

30 29

監 査 結 果

報 告 日

平 成 30 年 10 月 31 日 監査結果報告

対 象 監 査 平成30年度財政援助団体等監査

報酬・料金等の支払に当たって源泉徴収の遺漏が生じないよう報酬・料金等の支

払に当たっては税務署に照会等するように補助事業者に対して指導します。

勧 告 事 項

【補助事業者における源泉徴収について】

所得税法第6条において「第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をす

る者その他第4編第1章から第6章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は、こ

の法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。」とされ

ているとともに、この給与等支払をする者については、人格のない社団・財団も

含まれるとされているところ、補助事業者から同法第204条第1項第5号に規定す

る報酬・料金(講演者等の報酬等)を支払されているものがありました。

報酬・料金等の支払に当たって源泉徴収の遺漏が生じないよう報酬・料金等の

支払に当たっては税務署に照会等するように補助事業者に対して指導してくださ

い。

対象部署等 市民生活部市民文化室文化スポーツ課

補助事業名 さんだノルディック・ウォーキングフェスタ事業補助金

改 善 措 置

公 表 日

平 成 30 年 12 月 3 日 改善措置公表

＜留意事項＞

※担当課は太枠欄のみ記入してください。

※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。

※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。

※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。

※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置

通 知 日

平 成 30 年 11 月 20 日 改善措置通知

改善措置内容


